
家鰯厭囎官の鮪間鋪の報告について

平成16年3月26日家=第74号

高聯職官b家馴阿混あて家庭局長通達
改正平成24年10月15日家三第皿573号

執務の参考としたいのでb標記の調査件数等について下記により調査し，報告してください。
記

1謂査の事項及び方法

家鋤胴臓官の調査件数熱こついて,司法年度ごとに，家鯛阿fにおいては月職様式第1か
ら月峰第3まで,高等裁判所においては別紙機式第4似下これらを総称してI鵬件鑛等」
という。）に記載の事項を調査し､その結果を調査件数表等に記載する。
2報告肪法及〔蛎限

結果記入済みの:随佛搬等を,翌年1月31日までに,家聯舸fにあっては高等裁判所を経由
することなく，直接送付して報告する。
なお,送付先は， 印第三 ‘－ 1購蛎 とする。

付記

この通達は,平成16年4月1日から実施する。

付記（平24． 10． 15家三第伽0573号）

l この通達は,家事事件報法（平成23年法律第52号）の施行の日（平成25年1月1日)から
実施する。

2平成24年分の報告については，なお従前の例による。

q
、



(別紙梯式第1） 家庭観判所鯛査官の家事事件及び人窺所訟事件鯛査件数豪（ 年） 必一一一鹿剛駈
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(注）

1件数は’事件数単位とし’鯛査命令を受けた時点で針上する。また，同一事件において,同一年度に複数回の鯛査命令が出た場合には，それぞれ1件と
して削士する。

2鯛査官未配麗支部又は出張所に係属した事件の鯛査件数は，当骸支部又は出張所の箇所に計上し，鯛査を担当した鯛査官の所属する本庁又は支部の箇所
には計上しない。

3噸日立会い」梱には‘別表第2審判事件，別表第2鯛停事件及び別衷第2以外の鯛停事件における受命件数のうち，内数として，期日立会い命令件数
を計上する。例えば，子3人の親権者変更窟件につき期日立会い命令が出された嶋合， 3件として計上する。

なお’継続期日立会い命令によって複数回の期日に立ち会った場合は‘期日立会いの度に受命があったものとみなす。例え胤子2人の面会交流鯛停事
件につき初回飼停期日に立ち会った後’継続期日立会い命令が出され，第2回鯛停期日及び第3回鯛停期日に立ち会った場合には，計上する期日立会い命
令件数は合計6件となる。

4 「備考」欄には’圏査官未配園支部及び出彊所について，それぞれてん補している庁名を肥入する。また‘本庁から鯛査官配圃支部にてん補した場合及
び鯛査官配圏支部から他の鯛査官配囲支部にてん補した場合には，てん補を受けた庁名，てん補を実施した庁名及びてん補して処理した事件種別ごとの
件数を妃入する。



(別紙様式第2）
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(湖

1件数は’事件数単位とし’鯛査命令を受けた時点で計上する。また，同一事件において，同一年度内に複数回の鯛査命令が出された場合には，それぞ
れ1件として計上する。

2少年事件の噸璽措置」の件数は，鯛査が終了するまでの間に観謹措圏の執られた事件について計上する。
なお,在宅事件として鯛査命令を受けた事件について,その後に観迩措圏を執った場合には,在宅事件は既済として計上し，
査命令を受けたものとみなし，観璽措置1件を新たに計上する。

新たに観霞措圏事件の鯛

3 ．騨塑竺隆墜逼等｣.惇軍錘による業雛過失致死傷保霞事件及び重過失致死傷保灘件並びに危険運転致死傷保護事件)及び『道交劉
重露壷琴辱麺毫籠自動車?保管鏑唖鐸等に関する法律違反保騨件,道路運送法途保癖驫~溌逗蕊両蕊崖癩重件溺盲動車
損害賠演係障法違反保函事件）をいう。また”仁般」とは，一般保瞳事件から『業過等」を除いたものをいう。
4．雪瞳臺軍塾苧唆蓉卵蕊毒琶零耆丞認蕊行うこ“相当であると囲められ,その旨の鯛査命令が出された事件をいう。噌面照会』とは，
専今雪墜壷蕊祷三埜縄であると廃められ,その旨の鯛査命令が出された事件をいう。聴繩劃と畦;~~『満嘉壷過及云~F善孟慰罫理
外の溺査命令が出された事件をいう。

奎萱唾皇琴雲野Eついては,原則として計上は要しないが，噸常鯛通， 「簡易面掴又は噛面照会｣として鯛査命令が出された場合には，
それぞれの柄に配入する。

5職験観剰の欄には’ 『=･股』及び『交通」についての賦験観察受命件数を記範する。ただし，咬通」については，委託鯛習を除いた件数を配入
する。

6-膨藝揮礎_準辨鐸輕錘妙宇挙唾2鐸件についての受命件数を肥入する｡また,本庁から鯛査官配圃支部にてん補した場合及び調査官
配面支部から他の雨査官配画支部にてん補した堀合には，てん補を受けた庁名‘てん補を実施した庁名及びてん補して処理した事件種別ごとの件数を肥
入する。

7 1件の事件について2以上の非行行為がある場合には， 3で定謡した『ｰ般」 ，喋過等」， 「道交等」の順に，先順位の行為を選択して計上する。
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(別紙様式第3）
家庭裁判所鯛査官の共同鯛査実施回数表（ 年）

'当菫駕臺麓鱸灘菖患駕篭斑,篁篭卸李雲竺季鍔“なくとも,人を同じくする関連事件について,同じ担
麓鎭鱸霞薔蕊薑鰯餡警藥職睾蕊室燕罰量二蓋蕊奔鰯鵲篁巽繍臺募鳥瀦
じ担当者が同時に共同鯛査命令を受けた場合の実施回数は’事件数にかかわらず1回とし，また共犯事件について同じ担当者が同時に共同鯛査命令を受けた場合の実施回数は，少年1人につき1回とする。

2調査官未配圏支部又は出張所に係属した事件につき共同調査命令を受けた場合には，当骸調査命令を受けた關査官が配囲されている庁の件数として針土する。

3期日立会い命令については計上しない。

総

数

本

庁

鯛 査 官 配 置 支 部
●

支
部
総
数 支

部
支
部

支
部

支
部

支
部

家事事件

人事鴎舩事件

少年事件



(別紙様式第4） 高等裁判所の家庭鐘判所鯛査官の家事抗告事件,人事翫舩控翫事件等鯛査件数等表（ 年）

厩 密

(注）

1 表1の件数は’事件数単位とし，鯛査命令を受けた時点で計上する。また，同一事件において，同一年度に複数回の飼査命令が
出た場合には，それぞれ1件として計上する。

2表Zには共同調査の実施回数を計上する。家事抗告事件において，当事者，審判を受ける者等の少なくとも1人を同じくする関
連露にﾏ曙.直じ担当者が同時に共同溺査命令を受けた場合の実施回鋤葱緬嫡流勇個爵息：
3家事串#手鏡法第105条第2項所定の裁判に係る事件をいう。
4特に参考となる事項がある場合には備考梱に妃甑する。
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